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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装袋(１)に飯塊(６)を収容した包装飯塊であって、包装袋(１)を形成するシート体(
２)は、外フィルム(３)と内フィルム(４)との間に、内、外両フィルム(４)(３)よりも小
さいシート状食品(５)を挟んで、内、外両フィルム(４)(３)を溶着して成り、
　外フィルム(３)は幅方向の中央部にて長手方向の全長に亘って分断可能部(31)を有し、
内フィルム(４)は、２枚のフィルム片(41)(42)の内端どうしを重ねて形成されており、該
重なり部(43)は外フィルム(３)の分断可能部(31)に重なっており、
　飯塊(６)を、シート体(２)の内フィルム(４)上の長手方向の中央部に載せてから、飯塊
(６)を挟んでシート体(２)の長手方向の両端が同じ方向に向く様に折り畳み、
　シート体(２)の両側の側縁部どうしを折り重ね、重なり部を溶着して襠部(12)を形成す
ると共に、シート体(２)の長手方向の両端側が開口している包装袋(１)を形成し、
　両襠部(12)(12)の袋開口(13)側を内向きに折り込んでから、袋開口(13)の全長に亘り溶
着によって封止部(７)を形成しており、
　封止部(７)は、
　内フィルム(４)のフィルム片(41)(42)の内端どうしの重なり部に対応して施され引っ張
れば容易に剥離する程度に弱く溶着されている弱溶着部(71)と、
　該弱溶着部(71)の両端に掛かり、弱溶着部(71)以外の部分に対応して施され、引っ張っ
ても容易に剥離しない強溶着部(72)(72)と、
　からなることを特徴とする、包装飯塊。
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【請求項２】
　飯塊(６)は丸棒状であり、包装袋(１)の封止部(７)と平行となる様に、袋内で倒れた状
態に収容され、包装袋(１)を構成するシート体(２)は、包装袋(１)の底部で飯塊(６)を挟
む様に２箇所で角ばったコ字状に折られている、請求項１に記載の包装飯塊。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、棒状飯等の飯塊を収容した包装飯塊に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　出願人は、以前に図７ｄに示す様に、襠部(12)を有する包装袋(１)におにぎり(60)を収
容した包装飯塊を提案した(特許文献１)。
　上記包装飯塊は、包装袋(１)を形成するシート体(２)は、外フィルム(３)と内フィルム
(４)との間に、内、外両フィルム(４)(３)よりも小さいシート状食品(５)を挟んで、内、
外両フィルム(４)(３)の外周部を溶着して成る。
　外フィルム(３)は幅方向の中央部にて長手方向の全長に亘って分断可能部(31)を有し、
内フィルム(４)は、２枚のフィルム片(41)(42)の内端どうしを重ねて形成され、該重なり
部は外フィルム(３)の分断可能部(31)に重なっている。
【０００３】
　おにぎり(60)を、その底部がシート体(２)の内フィルム(４)上の長手方向の中央部に位
置する様に載せてから、おにぎり(60)を挟んでシート体(２)の長手方向の両端が同じ方向
に向く様に、シート体(２)をＵ字状に折り畳む。
　シート体(２)の両側の側縁部どうしを折り重ねて重なり部を溶着接合して襠部(12)を形
成すると共に、シート体(２)の長手方向の両端側が開口した包装袋(１)を形成する。
　両襠部(12)(12)の袋開口(13)側を内向きに折り込んでから、該袋開口(13)を前記内フィ
ルム(４)のフィルム片(41)(41)の重なり部を除いて溶着により分断可能部(31)と直交する
方向に閉じた封止部(７)を形成している。
【０００４】
　分断可能部(31)を裂いた手で、フリー状態の包装袋(１)の片側を引っ張って、おにぎり
(60)の半分を露出させる。
　その引っ張った手で、おにぎり(60)の露出部分を保持し、他方の手で包装袋(１)の残り
の半分を外側に引っ張る。
　おにぎり(60)からシート状食品(５)を残して包装袋(１)が完全に取り除かれ、シート状
食品(５)が直に被さったおにぎり(60)を食することができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２４８６６３７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
  上記包装おにぎりにおいて、包装袋(１)の封止部(７)は、袋開口(13)の中央部に位置す
る内フィルム(４)のフィルム片(41)(42)の内端どうしの重なり部を除いて溶着して形成さ
れているから、袋開口(13)の中央部は、封止をした後も開口したままである。これがシー
ト状食品を湿気させ、又、異物の混入、外気の流入を許して不衛生になる等の問題が生じ
る。
【０００７】
  袋開口(13)を全長に亘って封止すると、外フィルム(３)の分断可能部(31)の分断開始に
おいて封止のための溶着が邪魔になって、外フィルム(３)を上手く分断できなかったり、
内フィルム(４)のフィルム片(41)(42)の内端どうしの４枚重なり部が溶着して、最後に袋
を左右に２分するときにその溶着部分を強い力で引き千切る必要があり、おにぎりを支持
する手が滑っておにぎりが落下し、型崩れしたり、汚れてしまって食べられなくなること
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があった。
  本発明は、上記問題を解決した包装飯塊を明らかにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の包装飯塊は、包装袋(１)に飯塊(６)を収容した包装飯塊であって、包装袋(
１)を形成するシート体(２)は、外フィルム(３)と内フィルム(４)との間に、内、外両フ
ィルム(４)(３)よりも小さいシート状食品(５)を挟んで、内、外両フィルム(４)(３)を溶
着して成り、
　外フィルム(３)は幅方向の中央部にて長手方向の全長に亘って分断可能部(31)を有し、
内フィルム(４)は、２枚のフィルム片(41)(42)の内端どうしを重ねて形成されており、該
重なり部(43)は外フィルム(３)の分断可能部(31)に重なっており、
　飯塊(６)を、シート体(２)の内フィルム(４)上の長手方向の中央部に載せてから、飯塊
(６)を挟んでシート体(２)の長手方向の両端が同じ方向に向く様に折り畳み、
　シート体(２)の両側の側縁部どうしを折り重ね、重なり部を溶着して襠部(12)を形成す
ると共に、シート体(２)の長手方向の両端側が開口している包装袋(１)を形成し、
　両襠部(12)(12)の袋開口(13)側を内向きに折り込んでから、袋開口(13)の全長に亘り溶
着によって封止部(７)を形成しており、
　封止部(７)は、
　内フィルム(４)のフィルム片(41)(42)の内端どうしの重なり部に対応して施され引っ張
れば容易に剥離する程度に弱く溶着されている弱溶着部(71)と、
　該弱溶着部(71)の両端に掛かり、弱溶着部(71)以外の部分に対応して施され、引っ張っ
ても容易に剥離しない強溶着部(72)(72)と、
　からなる。
【０００９】
　請求項２は、請求項１の包装飯塊において、飯塊(６)は丸棒状であり、包装袋の封止部
()と平行となる様に、袋内で倒れた状態に収容され、包装袋を構成するシート体(２)は、
包装袋の底部で飯塊(６)を挟む様に２箇所で角ばったコ字状に折られている。
【発明の効果】
【００１０】
  請求項１の包装飯塊は、袋開口(13)は全長に亘って溶着封止されているから、外気の流
入や異物の混入を防止できるので、シート状食品の湿気を防ぎ、飯塊を衛生的に保護でき
る。
　又、袋開口の溶着封止部において、外フィルム(３)の分断開始端の近傍では弱い溶着で
あるから、外フィルムの分断に何ら支障はなく、又、内フィルムのフィルム片の４枚重な
りの溶着も弱いため、外フィルム(３)を分断した後に、袋を左右に２分する際に、フィル
ム片(41)(42)の重なり部(43)の溶着も簡単に剥がれて、綺麗に袋を２分できる。
【００１１】
  請求項２の包装飯塊は、請求項１の効果に加えて包装袋(１)の底部が、袋内の収容物が
横倒しの丸棒状の飯塊(６)の様に安定の悪いものであっても、収まりよく収容でき、且つ
包装食品を陳列する際に、安定して陳列できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図４は、シート体(２)に飯塊(６)を載せて、シート体(２)で飯塊(６)を包みつつ包装袋
を形成する手順を示している。
　図４ａに示す如く、実施例の飯塊(６)は、直径約４cm、長さ約１０cmの短い丸棒状を呈
している。
【００１３】
　シート体(２)は、図３に示す如く、透明外フィルム(３)と透明内フィルム(４)との間に
長方形のシート状食品(５)を挟んで形成される。
【００１４】
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　外フィルム(３)は、長さ約２０cm、幅長さ約１６cmであり、長さは前記飯塊(６)(６)の
直径の５倍程度、幅長さは、飯塊(６)の長さに、飯塊(６)の直径の１.５倍の長さを加え
た程度である。
【００１５】
　外フィルム(３)は幅方向の中央部に、該フィルムを全長に亘って長さ方向に裂くことの
できる分断可能部(31)を有している。
　実施例の分断可能部(31)は、外フィルム(３)がその長手方向に裂け易い方向性フィルム
であることと、該フィルムの端部中央に、２箇所の切込み(32)(32)を施すことによって構
成されている。
　実施例では、切込み(32)(32)間の間隔は１.５cmである。
【００１６】
　内フィルム(４)は、上記外フィルム(３)に輪郭を一致させて重なり合う大きさであり、
同形の長方形の２枚のフィルム片(41)(42)を、互いの長手方向に沿う内側縁を１.５cm程
度の重なり幅で重ねて形成される。
【００１７】
　シート状食品(５)は、実施例では、シート状海苔(5a)である。
　シート状海苔(5a)は、長さ約１４cm、幅長さ約１０cmであって、長さは前記飯塊(６)の
直径の３倍強、即ち、飯塊(６)の外周に１周強巻き付く長さ、幅長さは、飯塊(６)の長さ
と同程度である。
【００１８】
　図１、図２に示す如く、前記シート体(２)は、外フィルム(３)と内フィルム(４)との間
に、シート状海苔(5a)をその中心を内、外両フィルム(４)(３)と中心を一致させて挟み込
み、シート状海苔(5a)を囲む様にして、内、外両フィルム(４)(３)を線状に溶着(21)(22)
して形成される。
　シート体(２)の短手に沿って延びる溶着(22)(22)は、外フィルム(３)の分断可能部(31)
及び内フィルム(４)の２枚のフィルム片(41)(42)の重なり部(43)には掛かっていない。
【００１９】
　図４ａに示す如く、シート体(２)の内フィルム(４)の上に、飯塊(６)を倒した状態で載
せる。このとき、飯塊(６)が、シート体(２)の長さ中心に位置してシート体(２)の幅方向
に向き、且つ飯塊(６)の長さ中心がシート体の幅中心に略揃う様に載せる。この状態では
、飯塊(６)の両端は、シート体(２)内のシート状海苔(5a)の幅方向両端からはみ出してい
ない。
【００２０】
　図４ｂに示す如く、シート体(２)を、該シート体(２)の長さ方向の両端縁が揃う様に飯
塊(６)の周面で折り畳む。このとき、シート体(２)を飯塊(６)の周面に沿って丸みのある
Ｕ字状に折るのではなく、飯塊(６)の直径に対応する間隔Ｗを存して２箇所で略直角の角
張部(21)(21)を有するコ字状に折るのである。
【００２１】
　次に、図４ｃに示す如く、シート体(２)の長手方に沿う両側縁を、飯塊(６)の端面上で
折り重ね、溶着(11)によって止めて襠部(12)を形成する。
　これによって、シート体(２)の両端側が開口(13)した包装袋(１)が形成される。
【００２２】
　図４ｄに示す如く、最後に包装袋(１)の両側の襠部(12)の袋開口(13)側を内側に折り込
んで、袋開口(13)を、高周波溶着、熱溶着等によって閉じて封止部(７)を形成する。
【００２３】
　封止部(７)は、袋開口(13)の全長に亘って一様の溶着強さで溶着されているのではなく
、封止部(７)の、内フィルム(４)のフィルム片(41)(42)の内端どうしの重なり部(43)の範
囲では、手で引っ張れば容易に剥離する程度に弱く溶着された弱溶着部(71)と、それ以外
の部分に対応して施され引っ張っても容易に剥離しない強溶着部(72)(72)とからなる。
　封止部(11)において、袋内に外気や異物の侵入する余地ない。
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【００２４】
　実施例の場合、封止部(11)の溶着は２段階に分けて行っている。先ず内フィルム(４)の
フィルム片(41)(42)の内端どうしの重なり部(43)の範囲を少し越える範囲で細線状に弱い
溶着を施し、次に、該弱い溶着線の両端に掛かり、フィルム片(41)(42)の内端どうしの４
枚重なりの部分に掛からぬ様に、太線状に強い溶着を施す。溶着の手順はこの逆でもよい
。
【００２５】
　包装飯塊(６)の包装を解くには、一方の手で、分断可能部(31)を中心として包装袋(１)
の片方を袋の上から飯塊(６)を軽く掴む様にして保持する。他方の手で分断可能部(31)の
分断開始端(31a)を摘んで、分断可能部(31)の長手方向に沿わせて他端側に引っ張る。図
６に示す如く、分断可能部(31)は包装袋(１)から帯状に分離し、外フィルム(３)は２分さ
れる。
　このとき、内フィルム(４)のフィルム片(41)(42)の内端どうしの４枚重なり部分の溶着
が、外フィルム(３)の分断可能部(31)が弱溶着部(71)を通過して分断される際に、その衝
撃で剥がれる場合もあるが、剥がれない場合もある。剥がれない場合でも、分断した外フ
ィルム(３)の半体とその内側のフィルム片を一緒に外側に引っ張ることにより、殆んど抵
抗を感じずに、内フィルム(４)の弱溶着部(71)が簡単に剥がれる。
　これによって、シート状海苔(5a)の半分が露出する。
【００２６】
　包装袋(１)の片側を引っ張った手で、露出したシート状海苔(5a)の上から飯塊(６)を保
持し、他方の手で包装袋の残り半体を摘んで、外側に引っ張る。
　包装飯塊から、飯塊(６)とシート状海苔(5a)を残して包装袋(１)が完全に取り除かれ、
シート状海苔(5a)は飯塊(６)に直に被さる。
　新鮮なシート状海苔(5a)が被さった飯塊(６)を食することができる。
【００２７】
  図８乃至図１２は包装袋の図であり、図８は包装袋の斜視図、図９は正面図、図１０は
右側面図、図１１は平面図、図１２は底面図である。左側面図は右側面図と対称、背面図
は正面図と同一である。
【００２８】
　上記実施例の説明は、本発明を説明するためのものであって、特許請求の範囲に記載の
発明を限定し、或は範囲を減縮する様に解すべきではない。又、本発明の各部構成は上記
実施例に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能であることは
勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】シート体の斜視図である。
【図２】図１Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】シート体の分解斜面図である。
【図４】飯塊の包装手順の説明図である。
【図５】包装袋の封止部の拡大斜視図である。
【図６】包装を解く最初の手順の説明図である。
【図７】従来例の包装手順の説明図である。
【図８】包装袋の斜視図である。
【図９】包装袋の正面図である。
【図１０】包装シートの右側面図である。
【図１１】包装袋の平面図である。
【図１２】包装シートの底面図である。
【符号の説明】
【００３０】
１　包装袋
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２　シート体
３　外フィルム
４  内フィルム
41  フィルム片
42　フィルム片
43　重なり部
５　シート状食品
６　飯塊
７　封止部
71　弱溶着部
72　強溶着部

【図１】

【図２】

【図３】
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